
第 1 5 回 ｢産科医療補償制度 再発防止委員会｣

日 時 : 平 成 2 4 年 5 月 1 4 日 ( 月 )

1 6 : 0 0 ^) 1 8 : 0 0

場所 : 日 本医療機能評価機構 9 階ホール

1 . 開 会

2 . 議 事

1 ) ｢第 3 回再発防止に関する報告書｣ のテーマの選定について

2 ) ｢再発防止委員会か ら の提言｣ (掲示用 ) について

3 ) そ の他

3 . 閉 会
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: 資料 1 ｢テーマ に沿っ た分析｣ に 関する意見シー ト

l 資料 2 こ れま でに提供 した ｢再発防止委員会か ら の提言｣ (一部 )

; 資料 3 ｢再発防止委員会か ら の提言｣ (妊産婦向 け情報案)



1 ) ｢第 3 回再発防止に関する報告書｣ のテーマの選定について

( 1 ) これまでの委員会におけるテーマの選定に関する主な意見

①第 1 回報告書で取 り 上げたテーマを再び取 り 上げる こ と 萃ごついて

○第 1 回報告書で取 り 上げた 4つのテーマは分析対象事例が 1 5件と少なかったため、

も う 一度同 じテーマで分析してはど う 力も

○これまでに取 り 上げたテーマも定期的に分析し傾向をみてはど う か。

○これまでに取 り 上げたテーマを再び分析するにあたって、 件数だけを掲載する と数

字が一人歩きする こ と が懸念されるため、 件数だけではな く 丁寧な分析が必要であ

る。

②テーマ選定に関する主な意見

○取 り ま と めにあたっては、 学術的根拠が必要なもの と 、 現在このよ う なこ とが起こ

っている と い う情報提趙供と を分けて考える必要がある 。

0 3 ~ 5年後でも良いので、 再発防止委員会から提言したこ と が実際の医療現場にど

のよ う に反映されたか脣鮖面し、 フ ィ ー ドバッ クする必要があるのではない力、

③テーマに関する主な意見

○メ ト ロイ リ ーゼ法について

･ メ ト ロイ リ ーゼ法については、 注意して施行する こ と を取 り ま と めてはど う か。

･ メ ト ロイ リ ーゼ法については、 教科書で指摘されている こ と を さ ら に“物底するな

ど、 守るべき点をき ちん と守る よ う 提言してはど う か。

･ メ ト ロイ リ ーゼ法については、 産婦人科医会でも注 目 している。

･ テーマ と して取 り 上げ、 学会や医会に対してメ ト ロ イ リ ーゼ法に関する調査を要

望してはど う 力、

○胎児心拍数陣痛図について

･ 胎児!辞白数陣痛図の判読については、 他のテーマ と も関連 させて取 り 上げてはど

う か。

･ 胎児心拍数陣痛図の 1cm/分と 3cm/分の記録についても取 り 上げてはど う 力%

･ 胎児心拍数陣痛図の判読については移会鰔等でも様々 な議論がな されているため、

取 り 上げ方については、 十分に検討する必要があるのではないか。

○子宮内感染について

･ 近年、 子宮内感染が注目 されているため、 再発防止委員会から提言できないか。

ゞ学会から指篩十が出 されていないため、 指艶÷が出 されてからでよいのではないか。



･ 子宮内感染は重要なテーマである と認識しているが、 まだ様々 な研究や議論がな

されてお り 、 はっ き り と したこ と が提言でき る段階ではないため、 子宮内感染に

ついての権報発信は慎重を要するのではない力も

･ 子宮内感染を認めている事例が複数あるが、 ｢テーマに沿った分析｣ と しては、 ま

だま と めづらいのではないか。

･ 子宮内感染に関するデータ を蓄積してい く こ と が重要ではないか。

○診療体制について

･ 帝王切開やハイ リ ス ク分娩の場合の小児科医の立会いについても 、 いずれ議論し

てはど う か。

･ 搬送野本制等、 都道府県を跨ぐ搬送システムについて分析してはど う か。

･ 帝王切開決定から施行までの時間や対応な どをこついて取 り 上げてはど う か。

･ 帝王切開決定から児娩出までの時間だけをもって取 り ま と める こ と は難し く 、 帝

王切開までの時間や母体搬送については、 医療体制、 地域性な ども踏ま えた分析

が必要である。

･ 直ちに帝王切開が必要な事例がある一方、 その判断が難しい事例もある。

･ 本制度では診療録等をも と に月齢曲廉痺発症の原因分析や診療行為等の医学的言脚両

を行って原因分析報告書を作成しているため、 現時点では院内の診療体制につい

て詳細に分析する こ と は難しいのではないか。

○将来的には、 正常分娩のデータ と の比較が必要である 。

○第 2 回報告書で脳性麻痺発症の原因については ｢主たる原因｣ と して分類したが、

さ ら にその要因に注 目 してテーマ と して取 り 上げる こ と も重要ではないか。

( 2 ) 第 3 回報告書のテーマについて

○前回委員会において複数の委員から 、 第 1 回報告書で取 り 上げた 4つのテーマにつ

いては分析対象数が 1 5件と少なかったこ と から 、 第 3 回報告書で再度テーマ と し

て取 り 上げてはど う かとい う意見があった。 また、 第 3 回報告書の分析対象数は、

第 2 回報告書で分析対象と した 7 9件も含めて、 約 2 0 0件になる見通 しである こ

と か ら 、 第 1 回報告書で取 り 上げた 4 つのテーマについて再度取 り 上げ、 分析をタテ

リ 。

○ さ ら に、 これまでのテーマ選定の際に活発に議論されたこ と 、 産科医療において従

来から行われている処置である こ と から 、 メ ト ロイ リ ーゼ法を実施した事例を今回

のテーマに加える。



! 第 3 回報告書のテーマ‘鱈甫
･ 分娩中の胎児心粕数聴取について (第 1 回テーマ)

･ 新生児蘇生について (第 1 回テーマ)

･ 子宮孃縞薬について (第 1 回テーマ)

･ 臍帯脱出について 僞検 1 回テーマ)

･ メ ト ロイ リ ーゼ法を実施 した事例について (新しいテーマ)

○なお、 参考と して、 第 1 回報告書と第 2 回報告書のテーマ選定の際の候補を示す。

膣國司 ｢テーマに沿った分析｣ に関する意見シー ト

2 ) ｢再発防止委員会か らの提言｣ (掲示用) について

( 1 ) 経緯

○本制度における再発防止の取 り 組みについては、 再発防止委員会から発信する情報

と して、 年 1 回の ｢再発防止に関する報告書｣ および ｢産科事例情報 (‘魔弥) ｣ 等を

宅是供する こ と と なったM

O平成 2 3年 8 月 に公法ミした ｢第 1 回再発防止に関する報告書｣ では、 ｢テーマに沿っ

た分析｣ において取 り ま と めた内容を産科医療瞑髯系者隼等に広く 周知するために、 ｢再

発防止委員会からの提言｣ と して掲示用資料を作成し、 報告書の巻末および本制度

のホームページに掲載した。

( 2 ) 今後の取 り組み

○再発防止委員会で提言した内容を産科医療関粥系者等に広く 周知する こ と は、 再発防

止および産科医療の質の向上を図る上で重要である こ と から 、 ｢再発防止委員会から

の提言｣ については、 これまで議論した ｢画餅率l葬列情報 (仮称) ｣ と して蕊鼎供する こ

と とする。 さ 拭こ、 必要に応 じて ｢再発防止委員会からの提言｣ を も と るこ よ り 充実

した瀞報を作成し、 提糊共する こ と とする 。

0報告書の公澤蕁から一定期間後に再度情報提離共する こ と で、 提言内容の周知徹底を図

る。

( 3 ) 提供する'情報

○報告書に掲載した ｢再発防止委員会からの提言｣ を報告書の公表から半年後を 目処

に再度送盪寸する。 (年 1 回)

團圏 これまでに搬共した ｢再発防止委員会からの提言｣ (耆廓)



○その他、 必要に応じて報告書に掲載した ｢再発防止委員会からの提言｣ を も と るこ よ

り 充実した情報を作成し、 疵翹共する。

○今回は、 必要に応 じて作成する情報の案と して、 第 2 回報告書の ｢テーマに沿った

分析｣ で取 り 上げた、 ｢常‘湖能霊早期剥離の保館野日義尊について｣ を女師獸居向けに作成

する。 こ のよ う な妊産童婦向けの ｢再発防止委員会からの提言｣ を、 妊産婦に保健指

導を行 う 分娩機関および保健所、 市町村等においてご活用いただ く こ と によ り 、 保

健指導の充実に寄与でき る もの と考える。

膣国司 ｢再発防止委員会からの提言｣ 館産婦向 るナ情報案)

( 4 ) 周知方法

○報告書公澤効ち半年後 ( 3 月公法癸の場合は 9 月 項) を 目処に送馨寸する。

○また必要に応じて作成した 『再発防止委員会からの提言｣ も適宜送封寸し、 ホームペ

ージにも掲載する。

( 5 ) 対象

○ ｢再発防止に関する報告書J と 同様、 約 3 , 3 0 0 の本制度加入分娩機関に送盪寸す

るほか、 国、 地方目 り剤本、 関係団体等、 約 7 0 0機関に資劉すする 。

3 ) その他



｢テーマに沿った分析｣ に関する意見シート

第2回報告書で取り上げたテーマ

早期剥離の保健指導について

の記載について

第 1 回報告書で取り上げたテーマ

中の胎児心拍数聴取について

児蘇生について

収縮薬について

脱出について

(第 2 回報告書のテーマ選定の審議資料)

再発防止のために取 り 上げるべき共通事項や ｢ テーマに沿っ た分析｣ の対象にすべきテ[マ

共通事項 ･ テーマ (要約版に基づ く ) 委員名

℃増‘"‘ 記録に関すること 石渡委員長代理

2 帝王切開決定後から施行までの対応 藤森委員

3 急速遂娩決定から帝王切開までの時間 石渡委員長代理

4 胎児機能不全出現時の帝王切開までの時間 目 ~ 3次施設ごと ) 岩下委員

5 CTGの判読 箕浦委員

6 分娩監視装置の使い方 箕浦委員

7 吸引分娩の適応 ･ 要約 箕浦委員

8 ク リ ステレル胎児圧出法 箕浦委員

9 遷延分娩の診断と対応 藤森委員

l o 常位胎盤早期剥離の症状と状態 石渡委員長代理

= 繊毛膜羊膜炎 ･ 子宮内感染 箕浦委員

1 2 母体感染または繊毛膜羊膜炎発症時と児娩出 のタイミングならびに 、 分娩様式 岩下委員

1 3 出 生前 (妊娠中 ) の胎児異常による脳性麻痺 (再発防止が不可能な事例 ) 岩下委員

1 4 } 粛 mH 、 アプガー ･ スコア ) と予後 、 新生児蘇生出生児評価 (照 揃 …… 川端委員



( 第 1 回報告書のテーマ選定の審議資料 )

1 再発防止のため に取 り 上 げるべ き共通事項や ｢テーマ に沿 っ た分析｣ の対象にすべきテーマ

共通事項 ･ テーマ (要約版に基づ く ) 、 委 員名

1 ) 胎児心拍数モニタ リングに関するもの

① 胎児心拍数モニ タ リ ン グに つ いての分析①分娩監視記録を外す前の解析 藤森委員

②
胎児心拍数モニ タ リ ン グに つ いての分析②分娩監視記録をつ けて いない時の管理

(間 欠的胎児心拍数聴取 を含め て )
藤森委員

③ 胎児心拍数モニ タ リ ン グに つ いての分析③オキシ ト シ ン投与 中の分娩監視記録 藤森委員

④ 分娩監視装置の使用法 (事例番号220005 ) 村委 員

⑤ 分娩監視装置の適正使用 箕浦委員

⑥ C T G の読み方 箕浦委員

⑦ 胎児心拍モニ タ リ ン グの方法 箕浦委員

⑥ 助産所におけ る胎児モニ タ リ ン グ 箕浦委員

⑨ 胎児心拍数モ ニ タ リ ン グ 鮎澤委員

⑲ 分娩監視について 勝村委員

2 ) オキシトシン投与に関するもの

① オキシ ト シ ンの分娩誘発での使用 岩下委員

② 陣痛促進薬 (事例番号220005 、 2 2 000 6 、 2 2 0 0 0 9 ) 田 村委員

③ 子宮収縮剤の使い方 箕浦委員

④ オキ シ ト シ ン使用 に ついて 福井委員

⑤ オキシ ト シ ンの投与量 鮎澤委員

⑥ 陣痛促進剤の使用事例について 勝村委員

3 ) 新生児蘇生に関するもの

① 標準的新生児蘇生法 ( NCPR ) の修得 (事例番号2 2000 1 、 2 2 0 0 0 2 、 2 200 0 3 、 2 2 0 00 9 ) 田 村委員

② 新生児蘇生法 箕浦委員

③ 新生児蘇生 鮎澤委員

④ 蘇生法の問題について 勝村委員

4 ) メ ト ロ イ リ ンテルに関するもの

① メ ト ロ イ リ ンテルの分娩誘発での使用 岩下委員

② メ ト ロ 、 人工破膜 と 臍帯脱出 箕浦委員

③ メ ト ロ イ リ ンテ ル使用基準 、 手順 、 それに伴 う 観察 福井委員

5 ) 人工的な処置の前後の対応に関するもの

① 人工的な処置の前後の対応①〆 ト ロ イ リ ン テル挿入 藤森委員

② 人工的な処置の前後の対応②人工破膜 藤森委員

③ 人工的な処置の前後の対応③分娩誘発促進剤の投与 藤森委員

6 ) 吸引 分娩に関するもの

① 吸引分娩 と ク リ ス テ レル胎児圧出法 箕浦委員

② 吸引分娩 と 帽状腱膜下血腫 箕浦委員

③ 吸引分娩について 勝村委員

7 ) その他

① 分娩 :…… 外での墜落分娩 鮎澤委員

② リ ス ク 共有のための連携システム 福井委員

③ 助産所の安全管理 ( 医療機関 と の連携を含む) 鮎澤委 員

④ 妊産婦 と 家族に対す る 緊急時 を想定 し た包括的同意に つ い て 福井委員

⑤ 妊産婦 と 家族への説明 鮎澤委員

⑥ 臍帯動脈血液ガス分析の施行 藤森委員

⑦ 帝王切開の適切な タ イ ミ ン グ (事例番号220004 、 2 2 0 0 0 5 、 2 2000 6 ) 田村委 員

⑧ 外来での処置の適否 箕浦委員

⑨
ガイドラインを逸脱した医療行為について 、 よ り詳細な情報を提供 (公開 ) する方策を検討す
べきと思います。

小林委員

⑲ ガイ ド ラ イ ン普及啓発のあ り 方につ いて 福井委員

⑪ 診療に関す る記録 鮎澤委員

⑫ 分娩経過餅孵 す 好 事 ず匿 っ いて 福井委員

⑯ 分娩経過記録の不備について 勝村委員



　 　 　　　　　　 　　　
　 　　　　　　　　　　 　　 　

、 . こ れま でに提供 し た ｢再発防止委員会か ら の提言｣ (一部 )

騨竇
産科医療補償制度再発防止委員会において取りまとめた ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防

止に関する報告書｣ の ｢テーマに沿った分析｣ の中で提言を行っています。 提言は、 産科医療関係

者の皆様にこれだけは行っていただきたいと考える内容です。 産科医療関係者の皆様にとっては、

日常の臨床現場で当然行っていると思われる内容もあ り ますが、 一方で実際に掲載した事例のよ

うな ことが起こっていることも事実です。 提言を今一度、 日々の診療等の確認にご活用 ください。

産科医療関係者は、 胎児心拍数聴取にあたって ｢産婦人科診療ガイ ド

ライン -産科編20 1 1 ｣ および ｢助産所業務ガイ ドライ ン200 9年改定

版｣ に従い、 分析対象事例からの教訓として、 まずは以下のことを徹底

して行う。

( 1 ) 病院 ･診療所

① 妊産婦が入院した際は、 分娩監視装置を20分以上装着 し、

正常胎児心拍パターンであることを確認する。

② ①を満た した場合、 次の分娩監視装置装着までの一定時間

( 6 時間以内) は間欠的胎児心拍数聴取 ( 1 5~90分ごと ) で監

視を行う 。 た だ し 、 分娩監視装置による連続モニタ リ ングを

行ってもよい。

③ 、 産婦人科診療ガイ ドラインで必要とされる時期に分娩監視

装置による連続モニタ リ ングを行う。

( 2 ) 助産所

｢助産所業務ガイ ドライン2009年改定版｣ に従って胎児心拍数聴

取を行う。

※ この内容の詳細は、 ｢第 l 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ P 1 8から25をご参照ください。

この情報は、 再発防止委員会において取りまとめた ｢笹 1 回 産科医療橋價制度 再発防止に関する報告書｣の ｢テーマに沿った分析｣を-郡抜粋し脂ものです.
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きへんなさご ヂセ ニ とも そ ー# ＼

　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　 　 　 　
産科医療補償制度再発防止委員会において取り まとめた ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防

止に関する報告書｣ の ｢テーマに沿った分析｣ の中で提言を行っています。 提言は、 産科医療関係

者の皆様にこれだけは行っていただきたいと考える内容です。 産科医療関係者の皆様にとっては、

日 常の臨床現場で当然行っていると思われる内容もあ り ますが、 一方で実際に掲載した事例のよ

うな ことが起こっていることも事実です。 提言を今一度、 日 々の診療等の確認にご活用 ください。

産科医療関係者は、 分娩を行う にあた り次の G 〕 ~ ( 4 ) のことを必ず行う。

○ ) 新生児蘇生の割順に従った実施

分娩化携わるすべての産科医療関係者に求め られる蘇生の手順

( 2 ) 器具 ･器機等の整備

① 、必要な器具 (保温に必要なもの、 吸引器具、 バッグ ･ マスク、 5p02モニタ ) を常備する。

② 分娩する場所で酸素投与ができるよう整備する。

( 3 ) 新生児の蘇生法アルゴリズムの周知

① ｢新生児の蘇生法アルゴリズム｣ のポスタ ーを分娩室に掲示する。

( 4 ) 新生児蘇生法に関する講習会の受講

① 、 院内で新生児蘇生法に関する講習会を開催し、 産科医療関係者はそれを受講する。

① 日本周産期 ･新生児医学会の ｢新生児蘇生法講習会｣ を受講する。

③ 各地域において新生児蘇生法友関する講習会を継続的に開催し、 産科医療関係者はそれ

を受講する。

※ この内容の詳細は、 ｢第 l 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ P 26から3 6をご参照ください。

この情報は、 再発防止委員会において取り ま と めた ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣の ｢ テー マ に治った分析｣を一部薮絆したものです。
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① 出生直孑& 早産児であ る か 、 弱

い呼吸 ･ 啼泣であ る か 、 駒 緊張岻 -

下 があ る かにつ しゞて 確認す る 6

③ ①のいずれか を認め る場合 、 保

　 　　 　　　　　 　　　　 　　　　　

…を 含む} 皮膚舷嫌 と 刺蛍を行 う 。

、 ③ 呼吸とむ･指を確認する 。

④ 自 発呼吸ね し 、 ま た は‘心拍 1のノ

分米満の場合 、 バ ッ グ ･ ミ′ ス ク 換

気 を 行い 、 Sp02モ ニ タ を 鞍着す る 。



　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

騨 讓･讓鬘“ 且ニマヌニテ圀 醗聽麟増資莞爾到　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　
｢再発防止委員会か ら の提言｣ (妊産婦向 け情報案)

壽淺朧童嚢藁嚢謙一鱗藁幅竇
~妊産婦向 けのサブタ イ ト ルを設ける予定~

産科医療補償制度は、 分娩に関連 して発症 した重度脳性麻痺のお子様 と その ご家族の経済的

負担を速やかに補償する と と も に 、 脳性麻痺発症の原因分析を行い 、 同 じ よ う な事例の再発防

止に資する情報を提供する こ と な ど "こ よ り 、 紛争の防止 ･ 早期解決お よび産科医療の質の向上

を図 る こ と を 目 的 と しています。

再発防止委員会では、 再発防止お よ び産科医療の質の向上を図 る ために 、 T常位胎盤早期剥

離の保健指導について ｣ を取 り 上げ、 妊産婦の皆様に向けて 、 心が け ていただき たい こ と の 1

つ と して取 り ま と め ま した。

す こ やかな妊娠 と 出産に向 けて (案)

○す こ やかな妊娠 ･ 出産に 向 けた健康管理等について 、 主 に以

下の内容を取 り ま と め る 予定。

･ 妊娠中の 日 常生活について

･ 妊娠中の食事について

(妊娠中の体重増加 、 貧血予防、 妊娠高血圧症候群の予防な ど)

･ 妊娠中 の飲酒や喫煙について

･ 健康診査や専門家の保健指導について

･ 妊娠中 の リ ス ク や異常について な ど

0次頁に取 り 上げ る ｢常位胎盤早期剥離の保健指導について｣

に結びつ け られる よ う な 内容を記載する 。



　　 　　 　 　 　 　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　

　　 　　　　　 　　　 　　　 　 　　　　　　　 　　　　　　

三三 - - 増 三一すん ,三 一 - - - -な ん こ そ 、 - - - - 璽鬮艶

正常な胎盤は 、 赤ち ゃんが生まれた後に 、 自 然 と 子宮か ら剥がれます。 しか し 、 常位

胎盤早期剥離は、 赤ち ゃんが ま だお腹にい る の に も かかわ らず 、 胎盤が子宮か ら剥がれ

て しま う 病気です。 赤ち ゃんは 、 胎盤を介 してお母 さ んか ら酸素や栄養が供給 さ れてい

る ため 、 胎盤が先に剥がれる と 、 赤ち ゃんへの酸素供給が不十分 と な り 、 低酸素状態 と

な り ます。 胎盤の剥がれる面積が小 さ かっ た り 、 進行が ゆ っ く り であれば、 母児 と も無

事に助かる場合 も あ り ます。 しか し 、 胎盤が広い範囲で剥がれた り 、 受診時にすでに赤

ち ゃ んが弱 り き っ てい る と 、 緊急帝王切開で娩出 して も 、 脳性麻痺な どの障害が残る こ

と や死亡する こ と も あ り ます。 一方、 お母 さ ん も 出血多量に よ る シ ョ ッ ク な ど重篤な状
　 　　

態 と な る こ と が あ り ます。 常位胎盤早期剥離には 、 下記の ( 2 ) に示す危険因子があ り ま

す。 しか し 、 それ ら が な く て も発症する場合も あ り ます。 ま た 、 腹痛や性器出血がみ ら

れな く て も 、 発症 してい る場合 も あ り ます。

( 1 ) 常位胎盤早期剥離は 、 発症す る と 母児 と も に急速に状態が悪化する重篤な疾患で あ

る こ と を理解 し ま し ょ う 。

　 　

( 2 ) 代表的な初期症状は腹痛 と 性器出血で あ り 、 こ れ ら の症状は切迫早産徴候や分娩徴

候 と の判別が難 し い こ と があ り ます 。

き
壽　
　
　

　　
　　

常位胎盤早期剥離が疑わ し い と き 、 ま た は判断に困 る と き 、 特に常位胎盤早期剥離

の危険因子 (妊娠高血圧症候群、 常位胎盤早期剥離の既往 、 切迫早産 、 外傷 ) に該

当す る場合は 、 早急に分娩機関に連絡 し 受診 し ま し ょ う 。

( 3 ) 常位胎盤早期剥離の危険因子を予防 ･ 管理す る ために 、 お よ び常位胎盤早期剥離の

徴候を早期発見するために 、 適切な時期や間隔で妊婦健診を受 け る と と も に 、 自 己

管理 を心がけま し ょ う 。

【望ま しいとされている妊婦樫艷の受診時期】

妊娠初期よ り妊娠2a週 (第8月末) まで 4週間に 覇 国

妊娠24週 (第7月 ) よ養 妊娠35週 藤澤 9月末) まで 2週間虻 覆 回

妊娠BS週 (第 1 0月 ) 離農分娩まで 1 週間に 翌 回妊娠BS週 (第 1 0月 ) 離農分娩まで - 斗 週間 { こ 翌 回

出典 蝉鵺性, 乳幼児掟対す毅機聽濱講配騷と臟瀰副認轉の裳鞭にコいて｣

評成8年 溝月20日児発舘934房煙生省児童家誕弱長通知 )

　 　
※ こ の提言に関す る 内容は 、 『第 2 回 産科医療補償制度 再発防止に関す る報告書』 の ｢ テーマ に沿 っ た分

析｣ の 中の ｢常位胎盤早期剥離の保健指導につ いて ｣ 、 お よ び ｢再発防止委 員会か ら の提言 (掲示用 ) J に

記載 されて お り ます 。

本制度の詳細および本報告醤につ砦 ま しては公益財団法人日本医療機能評価謙爛のホームページ師壮麗八〃離隔a n短‐hpJ □q h cor .j p丹 をご傘煕く花きいり


